
別紙１

(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委員長　　

委　員　　

委　員　　

３  審査対象期間

４　審査契約件数

（１）公共工事

①　競争入札によるもの（様式１）

　　・審査対象件数 ２ 件

　　・審議件数 ０ 件

０ 件

②　随意契約によるもの（様式２） 　

　　・審査対象件数 ０ 件

　　・審議件数 ０ 件

（２）物品・役務等

①　競争入札によるもの（様式３）

　　・審査対象件数 ７ 件

　　・審議件数 ５ 件

　　うち、契約金額が500万円以上のもの ３ 件

　　うち、参加者が一者しかいないもの ４ 件

　　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの ０ 件

　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

０ 件

②　随意契約によるもの（様式４）

　　・審査対象件数 ０ 件

　　・審議件数 ０ 件

０ 件

０ 件

０ 件

　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

０ 件

５　審査案件の抽出方法

６　審査結果

不適切等と判断した件数 ０ 件

結果内容及び措置状況（具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出する

こと。）

「秋田労働局公共調達監視委員会設置要綱」第６条により、秋田労働局公共調達審査会から報告の
あった公共調達審査会審議対象一覧の全ての案件を審議対象とした。

案件全てについて適切と判断

令和７年７月１日～令和７年１２月３１日契約締結分

　　うち、低入札価格調査の対象となったもの

　　うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの

　　うち、企画競争又は公募をしたが、参加者（応募者）が一者しかいないもの

　　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの

湊 洋 一 税 理 士

陶 山 雄 史 税 理 士

伊藤慎一 大学教授

公共調達監視委員会活動状況報告書

秋田労働局

令和８年２月１２日（木）



低入札価格調査の対象 別紙様式１
（競争入札によるもの） 審議対象期間 部局名

番号 公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

1
大館公共職業安定所鷹巣出張
所冷温水発生機フロート弁等
部品交換修繕

支出負担行為担当官
立花剛
秋田労働局総務部
秋田市山王七丁目１
－３

令和7年7月30日

株式会社芳賀工務
店
秋田県北秋田市旭
町９番３号

9410001006467 一般競争入札 4,460,558 4,389,000 98.4% １者

2
鹿角公共職業安定所冷温水発
生機予防保全工事(再々度公
告)

支出負担行為担当官
立花剛
秋田労働局総務部
秋田市山王七丁目１
－３

令和7年9月25日

株式会社典美
東京都八王子市川
口町２０９８番地
５

3010101012411 一般競争入札 6,204,877 4,620,000 74.5% ２者

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低価格入札調査の対象となったものにあっては、「低入札」。

　②　随意契約見直し契約において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

　⑥ 他省庁等との連名契約の場合は「連名契約」、予算決算及び会計令第９９条第１号に基づく秘密随意契約の場合は「秘密契約」、単価契約については「単価契約（＠●●※単価額）」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

秋田労働局令和７年７月１日～令和７年１２月３１日契約締結分
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低入札価格調査の対象 別紙様式２
〔随意契約によるもの〕 審議対象期間 部局名

番号 公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法
令の根拠条文及び理由（企画競

争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)

再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

1 該当なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低価格入札調査の対象となったものにあっては、「低入札」。

　②　随意契約見直し契約において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

　⑥ 他省庁等との連名契約の場合は「連名契約」、予算決算及び会計令第９９条第１号に基づく秘密随意契約の場合は「秘密契約」、単価契約については「単価契約（＠●●※単価額）」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

令和７年７月１日～令和７年１２月３１日契約締結分 秋田労働局
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契約金額５００万円以上のもの又は参加者が一者しかいないもの 別紙様式３
〔競争入札によるもの〕 審議対象期間 部局名

番号 物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名
競争等の別（総合評

価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

1
令和７～１１年度秋田労働局
業務用自動車賃貸借契約（再
度公告）

支出負担行為担当官
立花剛
秋田労働局総務部
秋田市山王七丁目１
－３

令和7年8月5日

株式会社トヨタレン
タリース秋田
秋田県秋田市中通四
丁目６－５

5410001001892
一般競争入札
（総合評価） 3,366,825 2,827,550 84.0% １者 所見なし 所見なし

2
令和７～１１年度秋田労働局
業務用自動車（小型貨物）賃
貸借契約(２)

支出負担行為担当官
立花剛
秋田労働局総務部
秋田市山王七丁目１
－３

令和7年8月21日

株式会社トヨタレン
タリース秋田
秋田県秋田市中通四
丁目６－５

5410001001892
一般競争入札
（総合評価） 6,158,592 5,121,600 83.2% １者 所見なし 所見なし

3
令和７～１１年度秋田労働局
業務用自動車賃貸借契約(３)

支出負担行為担当官
立花剛
秋田労働局総務部
秋田市山王七丁目１
－３

令和7年8月21日

トヨタモビリティ
サービス株式会社
東京都中央区日本橋
浜町二丁目１２番４
号

9010001024708
一般競争入札
（総合評価） 8,656,340 7,307,300 84.4% １者 所見なし 所見なし

4
機密文書類廃棄及び処理業務
契約（単価契約）

支出負担行為担当官
立花剛
秋田労働局総務部
秋田市山王七丁目１
－３

令和7年9月18日
ヨコウン株式会社
秋田県横手市横手町
字大関越９１番地１

6410001008929 一般競争入札 2,383,022 2,120,360 89.0%
２者

単価契約（＠廃棄
量１kg※４４円）

5
秋田労働局秋田公共職業安定
所外４か所で使用する複合機
(６台)の購入及び保守契約

支出負担行為担当官
立花剛
秋田労働局総務部
秋田市山王七丁目１
－３

令和7年10月22日

富士フイルムビジネス
イノベーションジャパ
ン株式会社秋田営業所
秋田市山王二丁目１－
５４

1011101015050 一般競争入札 3,800,476 2,875,026 75.6% ２者

6
秋田公共職業安定所男鹿出張
所ほか２所における窓口案内
システムの更新

支出負担行為担当官
立花剛
秋田労働局総務部
秋田市山王七丁目１
－３

令和7年11月26日

株式会社渡敬 秋田
支店
秋田市卸町三丁目５
－１

5410001008954 一般競争入札 8,545,570 8,319,850 97.4% ３者 所見なし 所見なし

7
秋田労働局における業務支援
等システム機器更新作業一式

支出負担行為担当官
立花剛
秋田労働局総務部
秋田市山王七丁目１
－３

令和7年12月18日

コンピュータ・シス
テム株式会社
京都府京都市上京区
笹屋町千本西入笹屋
四丁目２７３番３

5130001002985 一般競争入札 3,850,776 3,484,800 90.5% １者 所見なし 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低価格入札調査の対象となったものにあっては、「低入札」。

　②　随意契約見直し契約において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

　⑥ 他省庁等との連名契約の場合は「連名契約」、予算決算及び会計令第９９条第１号に基づく秘密随意契約の場合は「秘密契約」、単価契約については「単価契約（＠●●※単価額）」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

秋田労働局令和７年７月１日～令和７年１２月３１日契約締結分
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契約金額５００万円以上のもの又は新規で調達しているもの 別紙様式４
〔随意契約によるもの〕 審議対象期間 部局名

番号 物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法
令の根拠条文及び理由（企画競

争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)

再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

１ 該当なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低価格入札調査の対象となったものにあっては、「低入札」。

　②　随意契約見直し契約において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

　⑥ 他省庁等との連名契約の場合は「連名契約」、予算決算及び会計令第９９条第１号に基づく秘密随意契約の場合は「秘密契約」、単価契約については「単価契約（＠●●※単価額）」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

秋田労働局令和７年７月１日～令和７年１２月３１日契約締結分
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